
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第１２回総務・企画・議会小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１５年１月１５日(水) 

     午前１０時 

 

場所 ： 丹後町役場２階第４会議室 

 



次   第 
 
１ 開会 
 
 
２ 議題 

（１）新市の名称に係る「優秀賞」及び「ユーモア賞」の選定について 
 

（２）協議第１号 ８ 地方税の取扱いに関すること （その１） 
 
（３）協議第２号 １９－１０ 納税関係の取扱い 
         
（４）次回の議題について 
   協定項目の協議について 
 
（５）次回の小委員会の日程 

      日程 平成１５年２月５日(水) 午前１０時００分 
      場所 丹後町役場２階第４会議室 
 
３ その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 

 

 

 

２ 税率 

 

 

 

 

３ 課税標準 

 

 

 

 

 

４ 免税点 

 

 

毎年１月１日現在の所有者（現に

所有する者） 
 
 
 
１．４％ 

 

 

 

 

国の基準による 

 

 

 

 

 

土地 ３０万円 

家屋 ２０万円 

償却 １５０万円 
 

 

同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
同左 
 

 

 

 

 

同左 

 

同左 
 
 
 
 

同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 

 
同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 

 

同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 

 

同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

（理由）  

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

１ 納税義務者 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

２ 税率 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

３ 課税標準 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

４ 免税点 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ 固定資産税の納期 

 

 

 

第１期 6月20日～同月30日 

第２期 7月20日～同月31日 

第３期 8月20日～同月31日 

第４期 9月20日～同月30日 

第５期 10月20日～同月31日 

第６期 11月20日～同月30日 

第７期 12月15日～同月27日 

第８期 翌年1月20日～同月31

日 

第９期 翌年2月20日～同月末

日 

第10 期 翌年3 月20 日～同月

31日 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月25日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月27日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月31日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

 

第１期 5月1日～同月31日 

第２期 8月1日～同月31日 

第３期 12月1日～同月25日 

第４期 翌年 2 月１日～同月末

日 

 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月31日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日 

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税等の集合徴収に関する

条例 

大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案）  

 

 網野町の例により一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

 

（理由） 

 納税者の立場を考え、一時的な負担を軽減するため、毎月に分割した納税方法を採用する。 

また、各期の納期設定については、基本的に月の初めから末までとするが、第７期（１２月）は年末の関係で月末と

せず、２７日とすることが適切と考える。 

 

５ 固定資産税の納期 

 

  ６町でそれぞれ納期の設定に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

 

      

農工法関係 なし 指定工業等導入地区内におい

て、３，０００万円を超える資産

を新設・増設した場合は３年度分

の固定資産税を免除する。 

なし 指定工業等導入地区内におい

て、３，０００万円を超える資産

を新設・増設した場合は３年度分

の固定資産税を免除する。 

なし 指定工業等導入地区内におい

て、３，０００万円を超える資産

を新設・増設した場合は３年度分

の固定資産税を免除する。 

過疎法関係 なし なし なし ２，５００万円を超える資産を

新設・増設した場合は３年度分の

固定資産税を免除する。 

なし ２，５００万円を超える資産を

新設・増設した場合は３年度分の

固定資産税を免除する。 

国際観光ホテル法関係 なし なし 国際観光ホテル整備法（昭和

24 年法律第 279 号）の規定に基

づき登録されたホテル又は旅館

の用に供する建物 

 

 

町税条例の減免規定に記述 

国際観光ホテル整備法（昭和

24 年法律第 279 号）の規定に基

づき登録されたホテル又は旅館

の用に供する建物 

 

 

国際観光ホテル整備法に基づく

固定資産税の軽減に関する規定 

なし なし 

国鉄再建法関係 なし 
 
 
 
 
 
 
 
ただし、北近畿タンゴ鉄道経営対

策補助金として、減免対象額の 
１，６９３千円を北近畿タンゴ鉄

道へ交付。 

なし 
 
 
 
 
 
 
 
ただし、北近畿タンゴ鉄道経営対

策補助金として、減免対象額の 
２，０４３千円を北近畿タンゴ鉄

道へ交付。 

日本国有鉄道経営再建促進特

別措置法（昭和 55 年法律第 111

号）の規定により譲渡を受けて地

方鉄道業を営んでいる者の所有

する固定資産 

 

 

 

町税条例の減免規定に記述 

なし なし 日本国有鉄道経営再建促進特

別措置法（昭和 55 年法律第 111

号）の規定により譲渡を受けて地

方鉄道業を営んでいる者の所有

する固定資産 

 

 

 

町税条例の減免規定にある町長

特認を運用 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 

  

６ 課税免除及び不均一課税 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 
 
農村地域工業導入促進法における税条例の特例は、現行のまま新市へ継承する。 
 
 
 
 
過疎地域自立促進特別措置法における税条例の特例は、現行のまま新市へ継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

「国際観光ホテル整備法に基づく固定資産税の軽減に関する規程」は、丹後町の例により一元化に調整の上、新市へ

移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づく固定資産税の軽減に関する規程」を新たに設け、新市へ移行する。 

 

 

 

６ 課税免除及び不均一課税 

 

［農工法関係］ 

  税条例の特例を設けている町と設けていない町がある。 

 

 

 

［過疎法関係］ 

  過疎地域の指定の有無により、税条例の特例を設けている町と設けていない町がある。 

 

 

 

 

 

 

［国際観光ホテル法関係］ 

  「国際観光ホテル整備法に基づく固定資産税の軽減に関する規程」を設けている町と設けていない町がある。 

 

 

 

 

 

 

 

［国鉄再建法関係］ 

  税条例の中で規定の取扱いに差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

【地方税法】 
（公益等に因る課税免除及び不均一課税）  
第六条  地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税を

しないことができる。 
 ２  地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をす

ることができる。 

【過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）上の合併特例】 

過疎法第３３条第２項（市町村の合併があった場合の特例）  

  過疎地域の市町村を含む合併があった場合には、合併市町村が過疎地域に該当しない場合であって

も、合併市町村のうち旧過疎地域のみを過疎地域とみなして、過疎法上の措置をすべて適用する。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ 減免規定 

 

 

 

(1)貧困により生活のため公私の

扶助を受ける者の所有する固定

資産 

 

(2)公益のために直接占用する固

定資産(有料で使用するものを除

く。） 

 

(3)町の全部又は一部にわたる災

害又は天候の不順により著しく

価値を減じた固定資産 

 

(1)貧困により生活のため公私の

扶助を受ける者の所有する固定

資産 

 

(2)公益のために直接専用する固

定資産（有料で使用するものを除

く。） 

 

(3)町の全部又は一部にわたる災

害又は天候の不順により著しく

価値を減じた固定資産 

 

(1)貧困により生活のため公私の

扶助を受ける者の所有する固定

資産 

 

(2)公益のために直接専用する固

定資産（有料で使用するものを除

く。） 

 

(3)町の全部又は一部にわたる災

害又は天候の不順により著しく

価値を減じた固定資産 

 

(4)国際観光ホテル整備法（昭和

24 年法律第 279 号）の規定に基

づき登録されたホテル又は旅館

の用に供する建物 

 

(5)日本国有鉄道経営再建促進特

別措置法（昭和 55 年法律第 111

号）の規定により譲渡を受けて地

方鉄道業を営んでいる者の所有

する固定資産 

 

 

(1)貧困により生活のため公私の

扶助を受ける者の所有する固定

資産 

 

(2)公益のために直接専用する固

定資産（有料で使用するものを除

く。） 

 

(3)町の全部又は一部にわたる災

害又は天候の不順により著しく

価値を減じた固定資産 

 

(4)前各号に定めるものの外、町

長が特に必要と認める固定資産 

 

 

(1)貧困により生活のため公私の

扶助を受ける者の所有する固定

資産 

 

(2)公益のために直接占用する固

定資産（有料で使用するものを除

く。） 

 

(3)町の全部又は一部にわたる災

害又は天候の不順により著しく

価値を減じた固定資産 

 

 

(1)貧困により生活のため公私の

扶助を受ける者の所有する固定

資産 

 

(2)公益のために直接専用する固

定資産(有料で使用するものを除

く。) 

 

(3)町の全部又は一部にわたる災

害又は天候の不順により、著しく

価値を減じた固定資産 

 

(4)納税義務者若しくはその者と

生計を一にする親族が死亡し、病

気にかかり、又は負傷したため生

活が著しく困難になった者の所

有する固定資産 

 

(5)その他免除を必要とする理由

があると認める固定資産 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

 丹後町の例により一元化に統一の上、新市へ移行する。 

 ただし、久美浜町で適用している償却資産に係る減免については一旦廃止し、新市において調整する。 

 

（理由） 

地方税法第３６７条（固定資産税の減免）に基づき、①公私の扶助、②公益、③災害を基本とし、④市町村長の特

認条項を付加することが適切と考える。 

 

７ 減免規定 

 

  ６町の取扱いに差異がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

【地方税法】 
 
（固定資産税の減免）  
第三百六十七条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場

合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に

因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある

者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産

税を減免することができる。 

◇償却資産にかかる減免規定（内規）◇ 
 
久美浜町 
  １ 織機・・・・・前年取得分を減免（１００％） 
  ２ 農業用償却資産・・・・・前年取得分を減免（１００％） 
                果樹棚は５年間減免（１００％） 



 5

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

８ 固定資産課税台帳

の縦覧 

 

 

通常、３月１日から約２０日以上

の期間 
評価替え年度 ４月１日から約

２０日以上の期間 
閉庁日は除き、８時３０分～１７

時までの時間 

 

同左 

 

同左 

 
同左 

 

同左 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 

  



 5

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

（理由） 

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

８ 固定資産課税台帳の縦覧 

 

  ６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

９ 土地の評価方式 

 ①評価区分 

  ・宅地 

 

 

 

 

  ・宅地並み雑種地 

 

 

 

  ・田、畑、山林、

その他 

 

  ・ＫＴＲ 

 

 

  ・農業用施設用地 

 

 

 

 

  ・国営農地、ほ場

整備の取扱い 

 

  ・鉱泉地 

 

 

 ②宅地鑑定評価等 

 

 

 

中心部市街地：路線価方式 

上記以外宅地：道路格差方式 

 

 

 

宅地の価格に一律０．８の補正を

適用 

 

 

標準地比準方式 

 

 

単価を直接入力 

 

 

国基準の造成費の最低単価に、町

内の田・畑の平均単価を加算した

ものを適用 

 

 

換地登記完了後、評価を行う 

 

 

該当なし 

 

 

不動産鑑定士に委託し評価 

 

地図データ   ＧＩＳ 

 ただし、路線価方式、道路格差

方式（大和不動産）のみ 

 

標準地の地点数  ６８地点 

 

 

 

 

道路格差方式 

 

 

 

 

宅地の価格に一律０．８の補正を

適用 

 

 

同左 

 

 

単価を直接入力 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

該当なし 

 

 

同左 

 

地図データ   ＧＩＳ 

 

 

 

標準地の地点数  ４８地点 

 

 

 

道路格差方式 

 

 

 

 

宅地の価格に一律０．７の補正を

適用 

 

 

同左 

 

 

単価を直接入力 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

価格を直接入力 

 

 

同左 

 

地図データ   ＧＩＳ 

 

 

 

標準地の地点数  ５５地点 

 （平成１５年度 ５９地点） 

 

 

 

道路格差方式 

 

 

 

 

宅地の価格に一律０．７の補正を

適用 

 

 

同左 

 

 

該当なし 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

該当なし 

 
 
同左 
 
地図データ   ＧＩＳ 

 
 
 
標準地の地点数  ３７地点 

 

 

 

道路格差方式 

 

 

 

 

宅地の価格に一律０．７の補正を

適用 

 

 

同左 

 

 

該当なし 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

該当なし 

 

 

同左 

 

地図データ   ＧＩＳ 

 

 

 

標準地の地点数  ３１地点 

 

 

 

道路格差方式 

山間地域：標準地比準方式 

 

 

 

宅地の価格に一律０．８の補正を

適用 

 

 

同左 

 

 

単価を直接入力 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

該当なし 

 

 

同左 

 

地図データ   ＧＩＳ 

 

 

 

標準地の地点数  ５０地点 

根拠条例・要綱・規則等 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

 

（案） 

新市において調整する。 

 

（理由） 

 評価方式の変更は、評価替え時以外は不可能であるため、合併後最初の評価替えとなる平成１８年までに、市域の

実情を考慮し調整することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 

 現行のまま新市に継承する。 

 

９ 土地の評価方式 

 ①評価区分 

 

  ６町の取扱いに差異がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②宅地鑑定評価等 

 

  ６町における取扱いは基本的には同一である。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・家屋分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

10 家屋の評価方式 

 ①評価のしくみ 

 

 

 

固定資産評価基準に基づき、再建

築価格を基準に評価 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 
 
同左 
 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

根拠条例・要綱・規則等 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 

  



 7

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

（理由） 

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

10 家屋の評価方式 

 ①評価のしくみ 

 

  ６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

11 新築住宅軽減 

 

専用住宅、併用住宅（居住部分が

２分の１以上）について、平成１

６年３月３１日までに新築され

た住宅については、新築後３年間

の新築後３年間の固定資産税の

うち、居住部分に対応する税額

（居住部分の床面積が１２０㎡

を超える場合は、１２０㎡までの

部分に対応する税額）の２分の１

に相当する税額について減額す

る。 

 

同左 

 

同左 

 
同左 

 

同左 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 

  



 8

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

（理由） 

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

11 新築住宅軽減 

 

  ６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

12 固定資産課税資料 

 

 ①土地台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 ②家屋台帳 

 

 

 

法務局からの異動通知を受け、毎

年異動整理を行っている。 
（簿冊で土地台帳を整備） 
永年保存 

 
 

 

 

法務局から異動通知のある家屋

（登記のある家屋）について、課

税資料として整備している。 

（簿冊で家屋台帳を整備） 

永年保存 

 

 

 

 

 

法務局からの異動通知を受け、毎

年異動整理を行っている。 
（簿冊で土地台帳を整備） 
永年保存 

 
 
 

 

法務局から異動通知のある家屋

（登記のある家屋）について、課

税資料として整備している。 

（簿冊で家屋台帳を整備） 

永年保存 

 

 

 

 

法務局からの異動通知を受け、毎

年異動整理を行っている。 
（簿冊で土地台帳を整備） 
永年保存 

 
 

 
 
法務局から異動通知のある家屋

（登記のある家屋）について、課

税資料として整備している。 

（簿冊で家屋台帳を整備） 

永年保存 

 

 
 
 
法務局からの異動通知を受け、異

動整理を行っている。しかし、未

整理が一部あり。 
（簿冊で土地台帳を整備） 
永年保存 

 
 

 

法務局から異動通知のある家屋

（登記のある家屋）について、課

税資料として整備している。 

（簿冊で家屋台帳を整備） 

永年保存 

 

 

 

 

法務局からの異動通知を受け、異

動整理を行っている。 
（簿冊で土地台帳を整備） 
永年保存 

 
 
 
 
家屋登記簿の内容について写し

のようなイメージで整理した台

帳は整備していない。 

（簿冊で家屋台帳なし） 

 

 

 

 

法務局からの異動通知を受け、固

定資産課税台帳兼土地名寄帳と

して、異動整理を行っている。 
（簿冊の土地台帳なし） 
永年保存 

 
 
 
課税台帳はあるが、法務局から異

動通知のある家屋（登記のある家

屋）については、課税資料として

名寄帳で整備している。 

（簿冊で課税台帳なし） 

永年保存 

根拠条例・要綱・規則等 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 地方税法 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

 

（案） 

異動については毎年整理し、各町の所有する台帳は新市へ継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 

異動については毎年整理し、各町の所有する台帳は新市へ継承する。 

 

12 固定資産課税資料 

 ①土地台帳 

 

  整理状況に差異がある。 

 

 

 

 

 

 

 ②家屋台帳 

 

  整理状況に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

13 固定資産評価審査

委員会 

 ①委員の定数 

 

 ②委員の任期 

 

 

 

 

定数 ３人 

 

３年 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 
 
 
同左 
 
同左 
 

 
 
 
同左 
 
同左 
 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

Ａ 平成１５年３月６日まで 平成１６年５月１９日まで 平成１７年１２月２６日まで 平成１６年５月１４日まで 平成１７年９月３０日まで 平成１５年１２月３１日まで 

Ｂ 平成１６年６月３０日まで 平成１７年７月２１日まで 平成１５年３月３１日まで 平成１７年５月１４日まで 平成１５年６月２４日まで 平成１５年１２月３１日まで 

 

 

 Ｃ 平成１６年１１月１６日まで 平成１７年７月２１日まで 平成１６年８月７日まで 平成１７年５月１４日まで 平成１６年９月３０日まで 平成１６年９月３０日まで 

 

 

 

 

 ③審査の申し出事項 

 

 

 

 ④審査申し出期間 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産課税台帳に登録された

価格（法第４３２条） 

 

 

縦覧期間の初日から、納税通知書

受付後３０日までの間 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 
 
 
 
同左 
 
 
 
同左 

 
 
 
 
同左 
 
 
 
同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町固定資産評価審査委員会

条例 

網野町税条例 丹後町固定資産評価審査委員会

条例 

弥栄町税条例 久美浜町税条例 

  



 10

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

委員の定数は６人とする。 

新市においてすみやかに選任することとする。 

 

 

（理由） 

委員の定数については、類似団体を参考とした。 

 

舞鶴市 ６人

綾部市 ６人

福知山市 ６人

宮津市 ３人
 

 

13 固定資産評価審査委員会 

 

  任期を除いて６町の取扱いは同一であるが、委員定数については検討の必要がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

【地方税法】 条文抜粋 
 
（固定資産評価審査委員会の設置、選任等）  
第四百二十三条  固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定

するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 
 ２  固定資産評価審査委員会の委員の定数は三人以上とし、当該市町村の条例

で定める。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税（土地） 分科会名 固定・土地分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

14 土地の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納税義務者数 

 

５，０６０人 ４，１０６人 ５，６５７人 ５，１３７人 ２，５１５人

 

６，５８０人 

 

評価総筆数 

 

５３，６４１筆 ４１，６９５筆 ５４，２０３筆 ５０，９４１筆 ４５，４５５筆

 

９３，３７１筆 

  

内宅地筆数 

 

１５，４０９筆 ９，６６５筆 １８，００５筆 ９，５７５筆 ７，３７０筆

 

１３，７７８筆 

 

非課税筆数 

 

１８，２９２筆 １５，９２９筆 １４，５００筆 １３，６４６筆 １９，９４１筆

 

３０，４３１筆 

 

評価総地籍 

 

２３，６２６，２０４㎡ ２０，２０２，６０８㎡ ２４，４８８，００８㎡ ２４，１７９，３１２㎡ １６，０５６，１９９㎡

 

４５，７７８，１２６㎡ 

  

内宅地地籍 

 

２，３７２，４９９㎡ １，８７８，５５６㎡ ２，５６３，２８５㎡ １，０２４，４９８㎡ １，０６６，１０２㎡

 

２，２０３，６２０㎡ 

 

非課税地籍 

 

７，５７２，３８７㎡ １２，０５０，２９８㎡ ５，５４３，２０２㎡ ５，４２５，３３２㎡ １４，４８８，２０６㎡

 

１６，６８０，１８１㎡ 

       

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・家屋分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

15 家屋の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納税義務者数 ４，６３４人 ３，５４６人 ５，２６９人 ２，９０７人 １，９３６人 ５，２２１人 

免税点未満  ５１６人 ４３０人 ４８９人 ５３７人 １９８人 ６１７人  

免税点以上 ４，１１８人 ３，１１６人 ４，７８０人 ２，３７０人 １，７３８人 ４，６０４人 

木造家屋   

棟数 ９，７８９棟 ９，９０４棟 １４，４８３棟 ７，６１８棟 ６，０７６棟 １４，７７９棟 

床面積 ９５１，１７３㎡ ７６２，５６０㎡ １，２６３，２３５㎡ ５５７，８９９㎡ ４９３，９１７㎡ ９７４，７１６㎡ 

決定価格 １２，５９９，９１２千円 １０，２０３，２７０千円 １６，４４４，４９６千円 ６，００８，５６７千円 ５，７３２，３９５千円 １２，５０３，１２７千円 

 

単位当たり価格 １３，２４７円 １３，３８０円 １３，０１８円 １０，７７０円 １１，６０６円 １２，８２７円 

非木造    

棟数 １，３２３棟 １，０００棟 １，１３０棟 ６１９等 ３５７棟 ９８１棟 

床面積 ３１０，０６９㎡ １５４，３９１㎡ ２３４，３３０㎡ ７４，８６１㎡ ５５，９５７㎡ １２３，６１０㎡ 

決定価格 １３，２７８，７２７千円 ４，９２５，６８５千円 １１，３６１，６６３千円 ２，４９７，２７６千円 ２，０６１，９２９千円 ５，３５４，２７１千円 

 

単位当たり価格 ４２，８２５円 ３１，９０４円 ４８，４８６円 ３３，３５９円 ３６，８４８円 ４３，３１６円 

非課税家屋   

棟数 ８１棟 ２４７棟 ２０７棟 １６棟 １６棟 ５９棟  

床面積 １７，７６６㎡ ４２，０４９㎡ ６４，５２３㎡ ２，７１３㎡ ２，１３５㎡ １３，１２５㎡ 

平成１２年中新築住宅   

木造専用住宅   

平均床面積 １３１㎡ １７３㎡ １３９㎡ １３６㎡ １３４㎡ １３０㎡ 

 

 

 平均単価 ５６，５０７円 ５９，６７４円 ６１，１４５円 ５６，９９１円 ５９，４１１円 ５９，５９３円 

非木造１戸建軽量鉄骨造   

平均床面積 １３６㎡ １６８㎡ １６８㎡ １６９㎡ ２６㎡ １１２㎡ 

 

 

 平均単価 ６５，５１９円 ６６，３２８円 ６７，２４８円 ６５，１９５円 ３１，７３１円 ６５，４３８円 

       

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税（償却資産） 分科会名 固定・償却資産分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 
16 償却資産の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

納税義務者数 １,４２０人 １，１１３人 １，５６９人 １，６０１人 ３１８人 ７３７人 

内法定免税点未満 ８５７人 ９２９人 １．２３４人 １，４４２人 ２０８人 ５５２人  
内法定免税点以上 ５６３人 ２９４人 ３３５人 １５９人 １１０人 １８５人 

市町村長が価格を決定

したもの 
 

 

 

 

決定価格 ９，９２５，８５３千円 ２，２２５，９９７千円 ３，９４７，９１７千円 １，６８０，９２５千円 １，５６７，３７８千円 ２，１９６，４３６千円  
課税標準額 ９，８９４，５６３千円 ２，２１９，９２７千円 ３，８３３，５９８千円 １，６２１，１２０千円 １，５５４，２１９千円 ２，１５０，７５３千円 

一品管理   

義務者数 ６６９人 １，０９４人 １，４７６人 １，６８７人 ２４８人 ９１４人 

件数 ６，９６２件 ９，６２７件 １５，１７８件 １６，７６６件 ３，１５８件 ８，２３１件 

 

決定価格 ２，４８１，７７４千円 ５９８，２２５千円 ２，２９８，４２４千円 １，０７４，５３０千円 ７０１，４２２千円 １，８９０，８２４千円 

一品管理外   

義務者数 １８８人 ２０３人 ９３人 ７３人 ６８人 １人  
決定価格 ７，４４４，０７９千円 ３，７２７，４７７千円 ４，７３９，４７１千円 ６０６，３９５千円 ８６５，９５６千円 １１，１０８千円 

総務大臣配分   

事業所数 ６ ５ ５ ３ ３ ７ 

決定価格 ３，５５０，４７５千円 １，８４０，１２１千円 ２，７２０，３１４千円 １，７８５，９２４千円 １，４９４，３３１千円 ３，７６０，４８４千円 

 

課税標準額 ３，３３３，１８８千円 １、７４８、０８５千円 ２，６２３，９１５千円 １，７１６，８６７千円 １，２９９，０５８千円 ３，５６４，８４１千円 

知事配分   

事業所数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

決定価格 ０千円 ０千円 ０千円 ０千円 ０千円 ０千円 

 

課税標準額 ０千円 ０千円 ０千円 ０千円 ０千円 ０千円 

   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名 固定・土地分科会  固定・家屋分科会  固定・償却資産分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 （個人） 

 

 

 

 

 

 

２ 均等割 

 （個人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 所得割 

 （個人） 

 

 

 

 

 

４ 課税標準 

（個人） 

 

・町内に住所を有する個人 

・町内に事務所、事業所、または

家屋敷を有する個人で、町内に住

所を有しないもの 

 

 

 

 

２，０００円（標準税率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税率に基づく 

 

 

 

 

 

 

前年の所得について算定した総

所得金額、退職所得金額及び山林

所得 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案） 

 現行のまま、新市に継承する。 

 

(理由) 

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

 

 

（案） 

均等割額は、年額２，５００円とする。 

 

（理由）  

均等割額は、地方税法第３１０条の規定により市町村の税率は 

 

人口５０万以上の市 年額 ３，０００円 

人口５万以上５０万未満の市 年額 ２，５００円 

以外の市並びに町村 年額 ２，０００円 

 

と規定されているため、この規定に準拠し定める。 

 

 

 

(案） 

 現行のまま、新市に継承する。 

 

(理由) 

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

 

(案） 

 現行のまま、新市に継承する。 

 

(理由) 

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

 

１ 納税義務者 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

 

２ 均等割 

 

６町における取扱いは同一であるが、新市における人口規模（５万人以上）では、地方税法の規定により均等割額

は新たに定めることが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 所得割 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

４ 課税標準 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ 納期 

 （個人） 

 

第１期 6月20日～同月30日 

第２期 7月20日～同月31日 

第３期 8月20日～同月31日 

第４期 9月20日～同月30日 

第５期 10月20日～同月31日 

第６期 11月20日～同月30日 

第７期 12月15日～同月27日 

第８期 翌年1月20日～同月31

日 

第９期 翌年2月20日～同月末

日 

第10 期 翌年3 月20 日～同月

31日 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月25日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月27日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月31日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

 

第１期 5月1日～同月31日 

第２期 8月1日～同月31日 

第３期 12月1日～同月25日 

第４期 翌年 2 月１日～同月末

日 

 

 

第１期 6月1日～同月30日 

第２期 7月1日～同月31日 

第３期 8月1日～同月31日 

第４期 9月1日～同月30日 

第５期 10月1日～同月31日 

第６期 11月1日～同月30日 

第７期 12月1日～同月31日 

第８期 翌年1月1日～同月31

日 

第９期 翌年2月1日～同月末日 

第10期 翌年3月1日～同月31

日 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税等の集合徴収に関する

条例 

大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案）  

 

 網野町の例により一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

 

（理由） 

 納税者の立場を考え、一時的な負担を軽減するため、毎月に分割した納税方法を採用する。 

また、各期の納期設定については、基本的に月の初めから末までとするが、第７期（１２月）は年末の関係で月末と

せず、２７日とすることが適切と考える。 

 

５ 納期 

 

  ６町でそれぞれ納期の設定に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 法人町民税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 納税義務者 

 （法人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 均等割 

 （法人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 法人税割 

 

・課税標準    

 

 

  ・税率 

 
(1)町内に事務所又は事業所を有

する法人 
（均等割＋法人税割） 
(2)町内に寮、宿泊所、クラブその

他これらに類する施設を有する

法人で当該町内に事務所又は事  
業所を有しないもの及び町内に

事務所、事業所又は寮等を有する

法人でない社団又は財団で代表

者又は管理人の定めの あるもの 
（均等割） 
 
 

制限税率 

１号 ３，６００千円 
２号 ２，１００千円 
３号 ４９２千円 
４号 ４８０千円 
５号 １９２千円 
６号 １８０千円 
７号 １５６千円 
８号 １４４千円 
９号 ６０千円 

 
 
 
 
法人税額 
 
 
制限税率 (１３．５ % ) 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税率 

１号 ３，０００千円

２号 １，７５０千円 
３号 ４１０千円 
４号 ４００千円 
５号 １６０千円 
６号 １５０千円 
７号 １３０千円 
８号 １２０千円 
９号 ５０千円 

 

 

 

 

同左 

 

 

標準税率 （１２．３％ )  

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税率 

１号 ３，０００千円

２号 １，７５０千円 
３号 ４１０千円 
４号 ４００千円 
５号 １６０千円 
６号 １５０千円 
７号 １３０千円 
８号 １２０千円 
９号 ５０千円 

 

 

 

 

同左 

 

 

標準税率 （１２．３％ )  

 
同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税率 

１号 ３，０００千円

２号 １，７５０千円 
３号 ４１０千円 
４号 ４００千円 
５号 １６０千円 
６号 １５０千円 
７号 １３０千円 
８号 １２０千円 
９号 ５０千円 

 

 
 
 
同左 
 
 
標準税率 （１２．３％ )  

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税率 

１号 ３，０００千円

２号 １，７５０千円 
３号 ４１０千円 
４号 ４００千円 
５号 １６０千円 
６号 １５０千円 
７号 １３０千円 
８号 １２０千円 
９号 ５０千円 

 

 

 

 

同左 

 

 

標準税率 （１２．３％ )  

 

 

 
同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制限税率 

１号 ３，６００千円 
２号 ２，１００千円 
３号 ４９２千円 
４号 ４８０千円 
５号 １９２千円 
６号 １８０千円 
７号 １５６千円 
８号 １４４千円 
９号 ６０千円 

 
 
 
 
同左 
 
 
制限税率 ( １４．７ % ) 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 法人町民税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 

峰山町及び久美浜町の例による制限税率に一元化のうえ、新市に移行する。 

 

（理由） 

類似団体の取扱いを参考とした。 

 

舞鶴市 制限税率 

綾部市 制限税率 

福知山市 制限税率 

宮津市 制限税率 

 

 

 

 

（案） 

峰山町の例による制限税率（１３．５％）に一元化のうえ、新市に移行する。 

 

（理由） 

類似団体の取扱いを参考とした。ただし、限度値ではなく、中間値とする。 

 

舞鶴市 制限税率（１４．７％）

綾部市 制限税率（１４．７％）

福知山市 制限税率（１４．７％）

宮津市 制限税率（１４．７％）
 

 

６ 納税義務者（法人） 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 均等割（法人） 

 

  ２町が制限税率、４町が標準税率を採用しており、税率に差異がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 法人税割 

 

２町が制限税率、４町が標準税率を採用しており、税率に差異がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 法人町民税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

９ 納期 

（法人） 

 
 
事業年度終了の日の翌日から２

ヶ月以内 
 

 

 

同左 

 

 

同左 

 
 
同左 

 

 

同左 

 
 
同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 法人町民税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

９ 納期（法人） 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

10 減免規定 

 

 

町長は、次の各号のいずれかに

該当する者のうち、町長において

必要があると認めるものに対し、

町民税を減免する。 

 

(1)生活保護法の規定による保護

を受ける者 

 

(2)当該年において所得が皆無と

なったため、生活が著しく困難と

なった者又はこれに準ずると認

められる者 

 

(3)学生及び生徒 

 

(4)民法第34条の公益法人 

 

(5)天災その他特別の事情がある

者 

 

(6)地方自治法第 260 条の２第 1

項の許可を受けた地縁による団

体 

 

 

町長は、次の各号のいずれかに

該当する者のうち、町長において

必要があると認めるものに対し、

町民税を減免する。 

 

(1)生活保護法の規定による保護

を受ける者 

 

(2)当該年において所得が皆無と

なったため、生活が著しく困難と

なった者又はこれに準ずると認

められる者 

 

(3)学生及び生徒 

 

(4)民法第34条の公益法人 

 

(5)地方自治法第 260 条の２第 1

項の許可を受けた地縁による団

体 

 

 

町長は、次の各号のいずれかに

該当する者のうち、町長において

必要があると認めるものに対し、

町民税を減免する。 

 

(1)生活保護法の規定による保護

を受ける者 

 

(2)当該年において貧困のため生

活が著しく困難となった者 

 

(3)天災その他特別の事情がある

者 

 

 

 

町長は、次の各号のいずれかに

該当する者のうち、町長において

必要があると認めるものに対し、

町民税を減免する。 

 
(1)生活保護法の規定による保護

を受ける者 

 

(2)当該年において所得が皆無と

なったため、生活が著しく困難と

なった者又はこれに準ずると認

められる者 

 

(3)学生及び生徒 

 

(4)民法第34条の公益法人 

 

(5)天災その他特別の事情がある

者 

 

 

町長は、次の各号のいずれかに

該当する者のうち、町長において

必要があると認めるものに対し、

町民税を減免する。 

 
(1)生活保護法の規定による保護

を受ける者 

 

(2)当該年において所得が皆無と

なったため、生活が著しく困難と

なった者又はこれに準ずると認

められる者 

 

(3)学生及び生徒 

 

(4)民法第34条の公益法人 

 

(5)地方自治法第 260 条の２第 1

項の許可を受けた地縁による団

体 

 

 

町長は、次の各号のいずれかに

該当する者のうち、町長において

必要があると認めるものに対し、

町民税を減免する。 

 

(1)生活保護法の規定による保護

を受ける者 

 

(2)当該年において所得が皆無と

なったため、生活が著しく困難と

なった者又はこれに準ずると認

められる者 

 

(3)学生及び生徒 

 

(4)身体障害者福祉法第１５条の

規定により身体障害者手帳の交

付を受けた者 

 

(5)寡婦 

 

(6)災害により、所得に係る住宅

又は家財に甚大な損害を受けた

者 

 

(7)納税義務者若しくはその者と

生計を一にする親族が死亡し、病

気にかかり、又は負傷したため生

活が著しく困難となった者 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

 丹後町の例により一元化に統一の上、新市へ移行する。 
 
 
（理由） 
地方税法第３２３条（市町村民税の減免）に基づき減免の範囲を規定することが適切と考える。。 

 

10 減免規定 

 

  ６町の取扱いに差異がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

【地方税法】 
 
（市町村民税の減免）  
第三百二十三条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とする

と認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村

の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、

この限りでない。 

【法人税法】 
 
（納税義務者）  
第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等

又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は第八十四条第一項（退職年金等積立金の額の

計算）に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 

【地方自治法】 
 
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体（以下本条において「地縁による団体」という。）は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する

権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 
 

――――――――――― 中略 ――――――――――――― 
 
 ○１６  第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第

三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。）」と、同条第五項中「公

益法人等」とあるのは「公益法人等（地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。）」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（地

方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。）」とする。 
――――――――――― 以下省略 ―――――――――――― 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

11 申告相談 

①申告相談の方法 

  地区への出張 

 

 

 

 

無 

 

 
 
 
無 
 

 

 

 

有 

 

 
 
 
有 
 

 
 
 
無 
 

 
 
 
有 
 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

申告相談の地区への出張は行うこととする。 

方法については、新市において調整する。 

 

 

11 申告相談 

①申告相談の方法 

 

 地区への出張の実施について差異がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

12 申告相談 

 

  箇所数 

 

 

延べ日数 

 

 

 

申告相談の件数 

   

 

 

５箇所 

 

 

５日 

 

 
 
 
５箇所 
 
 
１０日 
 

  
 
 
７箇所 
 
 
７日 
 

 

    住民税申告 

 

約１，１００件 

 
約１，０００件 ８００件

 
１，００９件 

 
１，９４８件 

 
１，８１３件 

 

    確定申告 

 

７０８件 

 
６８０件 ８１８件

 
４１９件 

 
３６６件 

 
９０７件 

 

    農業標準 

 

７４７件 

 
約４００件 約４００件

 
５３８件 

 
４４５件 

 
 

 

    農業関係件数 

     
２，３０７件 

 

 

 

 

平成１３年度課税状況 

      

 

均等割納税義務者数 

 

４，３９０人 

 
３，３４２人 ５，０６０人

 
２，２５６人 

 
１，８２１人 

 
３，５４６人 

 

均等割額 

 

８，７８０千円 ６，６８４千円 １０，１２０千円 ４，５１２千円 ３，６４２千円 
 

７，０９２千円 
 

所得割納税義務者数 

 

５，１１６人 

 
３，６９３人 ５，４１５人

 
２，２３８人 

 
２，１０６人 

 
３，８３０人 

 

所得割額 

 

４０８，９１６千円 

 
２２２，１９７千円 ３４１，７５３千円

 
１３６，９５７千円 

 
１４７，０７７千円 

 
２５６，９８９千円 

  

 

    

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 法人町民税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

13 法人数 

法人数 
内他の

５町に

も事業

所が有

る分割

法人数 

その他

の法人 

法人数

内他の

５町に

も事業

所が有

る分割

法人数 

その他

の法人

法人数

内他の

５町に

も事業

所が有

る分割

法人数 

その他

の法人

法人数 

内他の

５町に

も事業

所が有

る分割

法人数 

その他

の法人

法人数

内他の

５町に

も事業

所が有

る分割

法人数 

その他

の法人

法人数 
内他の

５町に

も事業

所が有

る分割

法人数 

その他

の法人 

１号 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
２号 ３ ２ １ １ １ ０ ２ ２ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ 
３号 ２４ ３ ２１ １２ ４ ８ １１ ５ ６ ５ ３ ２ ９ ４ ５ １３ ５ ８ 
４号 ２ １ １ ２ ２ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
５号 １５ １ １４ ２ ０ ２ ７ ２ ５ ６ ４ ２ ２ １ １ ９ ２ ７ 
６号 ９ ２ ７ ３ ０ ３ ３ ０ ３ ０ ０ ０ ２ ０ ２ ２ ０ ２ 
７号 ７７ ９ ６７ ４７ ２ ４５ ７０ １２ ５８ ２８ ８ ２０ １９ ２ １７ ３２ ５ ２７ 
８号 １ ０ １ １ １ ０ ３ ０ ３ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ 
９号 １６２ １４ １４９ ９２ ６ ８６ １８０ １３ １６７ ４１ ０ ４１ ４０ ２ ３８ ６４ ２ ６２ 

 

計  ２９４ ３２ ２６２ １６０ １６ １４４ ２７８ ３６ ２４２ ８１ １６ ６５ ７３ ９ ６４ １２１ １５ １０６ 
       

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ２ 住民税 分科会名 個人・住民税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 22

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名 軽自税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 

 

 

 

２ 税率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 納期 

 

 

４月１日現在の軽自動車等の所有

者 

 

 

単位：円 

原付一種 １，０００ 

原付二種乙 １，２００ 

原付二種甲 １，６００ 

ミニカー ２，５００ 

小型特殊(農耕用) １，６００ 

小型特殊(その他) ４，７００ 

軽２輪 ２，４００ 

軽３輪 ３，１００ 

４輪乗用(自家用) ７，２００ 

４輪乗用(営業用) ５，５００ 

４輪貨物(自家用) ４，０００ 

４輪貨物(営業用) ３，０００ 

雪上車 ２，４００ 

２輪小型 ４，０００ 

 

 

 

４月２０日～同月３０日 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１１日～同月３０日 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１１日～同月３０日 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１日～同月３０日 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１日～同月３０日 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１１日～同月３０日 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名 軽自税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 

４月１日～同月３０日とする。 

 

（理由） 

地方税法に準拠し、賦課期日である４月１日を納期の開始日とし、同法準拠の４月中を期限とすることが、適正と

考えられるため。 

 

１ 納税義務者 

 

  ６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

２ 税率 

 

  ６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 納期 

 

  納期の設定に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名 軽自税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ 減免規定 

      

①公益減免 

 

(1)公益のために直接専用するも

のと認められる軽自動車等 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

②身障者減免 

 

(1)身体に障害を有し、歩行が困

難な者又は精神に障害を有し、歩

行が困難な者が所有する軽自動

車等 

 

(2)その構造が専ら身体障害者等

の利用に供するためのものであ

る軽自動車等 

 

同左 同左 同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

③その他減免    (1)農耕用を２台以上所有するも

のについては１台減免とする 

  

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

 峰山町の例により一元化に調整の上、新市へ移行する。 

 

 

４ 減免規定 

 

  ６町の取扱いに差異がある。 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

【地方税法】 
 
（軽自動車税の減免）  
第四百五十四条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において

軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶

助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定める

ところにより、軽自動車税を減免することができる。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名 軽自税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ 標識番号 

 

 

原付一種・・・・・・白色 
原付二種乙・・・・・黄色 
原付二種甲・・・・・ピンク色 
ミニカー・・・・・・水色 
小型特殊(農耕用)・・・緑色 
 

 

番号は種別ごとに順番どおり 

 

 

 

記号なし 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

記号は種別ごとにそれぞれ「あ」

から 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

記号は以下のとおり 

原付一種     あ･か･さ行 

原付二種乙    た行 

原付二種甲    ま行 

ミニカー     ら行 

小型特殊(農耕用) 農 

小型特殊(その他) 特 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

記号は種別ごとにそれぞれ「あ」

からだが、非課税については「非」

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

記号は種別ごとにそれぞれ「あ」

から 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

記号は種別ごとにそれぞれ「あ」

から 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名 軽自税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

網野町の例により一元化に調整のうえ、新市に移行する。 

 

なお、新市へ移行時にすべての標識を切り替えることは困難であるので、旧６町で発行された標識は新市移行後も

そのまま使用することとし、一元化した標識は、新市施行日から発行するものとする。 

 

（理由） 

標識記号区分を明確化することが、管理上適正と考えられる。 

 

５ 標識番号 

 

  記号の設定に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名 軽自税分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 軽自動車登録台数 

（平成１４年度） 

 

登録台数 

台

 

内非課税 

台 

 

登録台数 

台

 

内非課税

台

 

登録台数 

台

 

内非課税

台

 

登録台数 

台

 

内非課税

台

 

登録台数 

台

 

内非課税

台

 

登録台数 

台

 

内非課税 

台 

原付一種 １，３７７ ７ １，２７９ ４ １，６３３ ３ １，１１０ １８ ８１８ ７ １，３１４ ８ 

原付二種乙 ９０ ２４ ９３ ８ １５０ ２２ ５８ １３ ４３ ８ ９５ ２１ 

原付二種甲 ２９ ２ ２３ ０ ３３ ２ １５ ０ １６ ０ １８ １ 

ミニカー ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ 

小型特殊（農耕用） １，０００ １ ８８０ ０ ３０９ １ ４９２ ４ ７１１ ８ １，６９７ ３ 

小型特殊（その他） ４４ ３ ２９ ２ ４４ ２ ２４ １０ ２９ ２ ３９ ０ 

軽二輪 １１５ １ ８０ ０ １２４ １ ４２ ０ ４７ ０ １０６ ０ 

軽三輪 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ 

四輪乗用（自家用） ２，５８６ １５ １，８７９ ８ ２，８８３ ２ １，２２７ ２ １，０４０ ８ １，７５１ ６ 

四輪乗用（営業用） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

四輪貨物（自家用） ２，３４８ ４２ １，５５６ ９ ２，２３９ ２５ １，１９６ １２ １，１００ ２７ ２，４０３ ２０ 

四輪貨物（営業用） １０ ０ ４ ０ ４ ０ ０ ０ ４ ０ ４ ０ 

雪上車 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

二輪小型 １２２ ０ ８８ ０ １１５ ０ ４３ ０ ４４ ０ １０１ ０ 

合     計 ７，７２２ ９５ ５，８８８ ３１ ７，５３４ ５８ ４，２０８ ５９ ３，８５３ ６０ ７，５３０ ５９ 

       

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ３ 軽自動車税 分科会名 軽自税分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ４ たばこ税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 税率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 納期 

 
製造たばこの製造者 
特定販売業者 
卸売販売業者 
 
 
 
 
 
 
1,000本につき２，４３４円 
平成11年5月1日以降に売り渡

し等が行われた製造たばこにつ

いては当分の間、紙巻きたばこ

1,000本につき２，６６８円、旧

３級品の紙巻きたばこについて

は1,000本につき１，２６６円 
 
 
 
毎月末日までに、前月の初日から

末日までの課税標準数量、税額を

申請書に記入し翌月末日までに

提出し、税金を納付する。 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ４ たばこ税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

（理由）  

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

 

１ 納税義務者 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

 

 

２ 税率 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 納期 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ６ 入湯税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 

 

 

２ 税率 

 

 

 

３ 徴収方法 

 

該当なし 

 

該当なし 

 
鉱泉浴場の入浴客 
 
 
 
入湯客１人１日につき１５０円 
 
 
 
特別徴収の方法による 
(特別徴収者) 
特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経

営者 
特別徴収義務者は、鉱泉浴場にお

ける入湯客が納付する入湯税を

徴収する。 
毎月15日までに、前月1日から

同月末日までに徴収すべき入湯

税に係る課税標準額、税額その他

必要な事項を記載した納入申告

書を提出し、納入金を納入する。 
 

 
同左 
 
 
 
入湯客１人１日につき１５０円 
 
 
 
同左 
 

 
同左 
 
 
 
入湯客１人１日につき１５０円 
 
 
 

同左 
 

 
同左 
 
 
 
入湯客１人１日につき１２０円 
 
 
 
同左 

根拠条例・要綱・規則等   網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ６ 入湯税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

（案） 

税率は１５０円に一元化に調整のうえ、新市に移行する。 

 

（理由） 

税率については地方税法に準拠し、設定することが適正と考えられる。 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

入湯税については、合併に伴い、市域全体へ適用されることになる。 

 

１ 納税義務者 

 

４町における取扱いは同一である。 

 

 

２ 税率 

 

  入湯税を設けている４町の中で、税率に差異がある。 

 

 

 

３ 徴収方法 

 

４町における取扱いは同一である。 

 

 

 

  入湯税を設けている町と設けていない町がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ６ 入湯税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ 課税免除 

 

 

該当なし 

 

該当なし 

 
(1)年齢１２才未満の者 
 
(2)共同浴場又は、一般公衆浴場に

入湯する者 
 
(3)地域住民の福祉の向上を図る

ため、地方自治体等がもっぱら近

隣の住民に使用させることを目

的として設置した施設に入湯す

る者 
 

 
(1)年齢１２才未満の者 
 
(2)共同浴場又は、一般公衆浴場に

入湯する者 
 
(3)地域住民の福祉の向上を図る

ため、町がもっぱら近隣の住民に

使用させることを目的として設

置した施設における入湯 
 
(4)学校教育上の見地から行われ

る行事の場合における入湯 
 

 
(1)年齢１２才未満の者 
 
(2)共同浴場又は、一般公衆浴場に

入湯する者 
 

 
(1)年齢１５歳未満 
 
(2)共同、一般公衆浴場 
 
(3)学校教育上の行事 
 
(4)福祉施設内の６０歳以上、身体

障害者等（シルバーハウス用） 
 
(5)利用料金が著しく低く定めら

れているものに入浴する日帰り

客 
 

根拠条例・要綱・規則等   網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ６ 入湯税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

 丹後町の例により一元化に調整の上、新市へ移行する。 

 

 

（理由） 

 公共性を考慮した内容とするため。 

 

４ 課税免除 

 

  入湯税を課税している４町で、その取扱いに差異がある。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ７ 鉱産税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 

 

２ 課税標準 

 

 

３ 税率 

 

 

 

 

４ 徴収方法 

 

該当なし 

 

該当なし 

 

鉱業者 

 

 

鉱物の価格 

 

 

１／１００ 

 

 

 

 

申告納付 

毎月１５日から同月末日までに、

前月１日から同月末日までの期

間内において掘採した鉱物につ

いてその課税標準額、税額その他

必要な事項を記載した申告書を

提出し、納付する。 

 
該当なし 
 

 

該当なし 

 
該当なし 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ７ 鉱産税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

（理由）  

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

 

１ 納税義務者 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

２ 税率 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

３ 徴収方法 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱い 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ８ 特別土地保有税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 

 

 

 

２ 課税客体 

 

 

 

 

 

３ 税率 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 免税点 

 

 

土地の所有者又は取得者 

 

 

 

 

土地の保有又は取得に対して課

税。但し、取得後１０年を経過す

れば課税されない。 

 

 

 

［保有分］ 

（土地の取得価格＊1.4/100）－ 

固定資産税相当額＝税額 

［取得分］ 

（土地の取得価格＊3/100）－不

動産取得税額＝税額 

 

 

 

町内において、同一の者につき、

保有分についてはその所有者が

１月１日に所有する土地の合計

面積が、取得分についてはその取

得者が１月１日又は７月１日前

１年以内に取得した土地の合計

面積が、それぞれ次の区分に応

じ、次の面積以上の場合に限り課

税される。 

都市計画区域を有する市町村 

       ５，０００㎡ 

その他の市町村の区域 

      １０，０００㎡ 

 

 
同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
同左 
 

 
同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
同左 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 
同左 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ８ 特別土地保有税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

（理由）  

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

 

１ 納税義務者 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

２ 課税客体 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

３ 税率 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

 

４ 免税点 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱い 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ８ 特別土地保有税 分科会名      

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ 納期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 減免規定 

 

特別土地保有税は、申告納付の方

法によるもので、その納期限は次

のとおり。 

［保有分］ 

１月１日現在基準面積以上の所

有者   その年の５月３１日 

［取得分］ 

１月１日前１年以内に基準面積

以上の土地の所有者 

     その年の２月末日 

７月１日前１年以内に基準面積

以上の土地の取得者 

     その年の８月３１日 

 

 

 

(1)公益のための直接専用する土

地 

 

(2)町の全部又は一部にわたる災

害により、著しく価値を減じた土

地 

 

(3)前 2 号に掲げる土地以外の土

地で特別の事由があるもの 

 
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ８ 特別土地保有税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案）  

現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

（理由）  

地方税法に準拠し、６町の取扱いは同一であるため。 

 

 

５ 納期 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 減免規定 

 

６町における取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱い 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ８ 特別土地保有税 分科会名      

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ 特別土地保有税審

議会 

①委員の定数 

 

②委員の任期 

 

         Ａ 

         Ｂ 

         Ｃ 

         Ｄ 

         Ｅ 

 

 

 

 定数 ５人 

 

 ３年 

 

 平成１５年６月３０日まで 

     同上 

     同上 

     同上 

     同上 

   （内、町職員２人） 

 
 
 
 定数 ５人 
 
 ３年 
 
平成１５年１月１４日まで 
    同上 
    同上 
    同上 
    同上 
  （内、町職員２人） 

 

 

 

 定数 ５人 

 

 ２年 

 

 平成１５年５月３１日まで 

     同上 

     同上 

     同上 

    任期切れ 

    （内、町職員２人） 

 

 

 

 定数 ５人 

 

 ２年 

 

 委嘱なし 

 

 

 

 定数 ３人 

 

 ３年 

 

委嘱なし 

 
 
 
 定数 ５人 
 
 ３年 
 
 平成１７年７月３１日 
     同上 
     同上 
     同上 
     同上 
   （内、町職員３人） 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町特別土地保有税審議会条

例 

大宮町特別土地保有税審議会条

例 

網野町特別土地保有税審議会条

例 

丹後町特別土地保有税審議会条

例 

弥栄町特別土地保有税審議会条

例 

久美浜町特別土地保有税審議会

条例 

  



 32

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ８ 特別土地保有税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

 峰山町の例により一元化に調整の上、新市に移行する。 

 定数 ５人 

 任期 ３年 

 

 委員については、新市において速やかに任命する。 

 

 

 

（理由） 

委員の定数については、近隣類似団体を参考とした。 

 

舞鶴市 ５人

綾部市 ５人

福知山市 ７人

宮津市 ５人
 

 

７ 特別土地保有税審議会 

 

審議会設置の有無及び定数、任期にそれぞれ差異がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１０ 納税関係の取扱い 整理番号 １９－１０－１－１ 専門部会名 税務部会 

分    類 １ 徴収・収納事務 分科会名 徴収・収納分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 徴収収納方法 

 ①集合徴収の有無 

 

 

 ②集合徴収の税目 

 

 

 

 

 ③集合徴収の期割 

  ・町内 

 

  ・町外 

 

 

 

 

 

 ④集合徴収以外の税

目別期割数（特徴

及び申告納付税を

除く） 

 

 

 

有 

 

 

町府民税（普徴）、固定資産税・

都市計画税、国民健康保険税の4

税 

 

 

 

・町内  １０期 

（国保税のみ随時分11期あり） 

・町外  １０期 

 

 

 

 

 

○軽自動車税 

・町内   １期 

・町外   １期 

 

 

有 

 

 

町府民税（普徴）、固定資産税、

国民健康保険税の３税 

 

 

 

 

・町内  １０期 

（国保税のみ随時分11期あり）

・町外  １０期 

 

 

 

 

 

○軽自動車税 

・町内   １期 

・町外   １期 

 

 

有 

 

 

町府民税（普徴）、固定資産税、

都市計画税、国民健康保険税の４

税 

 

 

 

・町内  １０期 

（国保税のみ随時分11期あり）

・町外  １０期 

 

 

 

 

 

○軽自動車税 

・町内   １期 

・町外   １期 

 

 

有 

 

 

町府民税（普徴）、固定資産税、

国民健康保険税の３税 

 

 

 

 

・町内  １０期 

（国保税のみ随時分11期あり）

・町外  １０期 

 

 

 

 

 

○軽自動車税 

・町内   １期 

・町外   １期 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○町府民税 

・町内   ４期 

・町外   ４期 

○固定資産税 

・町内   ４期 

・町外   ４期 

○国民健康保険税 

・町内   10期 

・町外   10期 

○軽自動車税 

・町内   １期 

・町外   １期 

 

 

有 

 

 

町府民税（普徴）、固定資産税、

国民健康保険税の３税 

 

 

 

 

・町内  １０期 

（国保税のみ随時分11期あり） 

・町外  １０期 

 

 

 

 

 

○軽自動車税 

・町内   １期 

・町外   １期 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１０ 納税関係の取扱い 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 徴収・収納事務 分科会名 徴収・収納分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

 集合徴収を行うよう一元化に調整の上、新市に移行する。 

 期別については、１０期とする。 

 なお、軽自動車税のみ集合徴収は行わず、１期の徴収とする。 

 

 

(理由) 

 納税者の立場を考え、一時的な負担を軽減するため、毎月に分割した納税方法を採用する。 

 

１ 徴収収納方法 

 ①集合徴収の有無 

   集合徴収実施の有無に差異がある。 

 

 ②集合徴収の税目 

   集合対象税目に差異がある。 

 

 

 

 ③集合徴収の期割 

   集合の場合の期別は、１０期であり、町内町外とも取り扱いは同一。 

 

 

 

 

 

 

 

 ④集合徴収以外の税目別期割数（特徴及び申告納付税を除く） 

   集合徴収を行っていない１町のみ、期別は４期と１０期を採用している。 

   軽自動車税については、６町とも１期であり、差異は無い。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１０ 納税関係の取扱い 整理番号 １９－１０－１－２ 専門部会名 税務部会 

分    類 １ 徴収・収納事務 分科会名 徴収・収納分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

２ 督促 

 ①督促手数料 

 

 

 

督促状1通  １００円 

 

 

 

督促状1通  １００円 

 

 

 

無(条例に規定なし) 

 

 

 

督促状1通  １００円 

 

 

 

督促状1通  １００円 

 

 

 

督促状1通  ５０円 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１０ 納税関係の取扱い 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 徴収・収納事務 分科会名 徴収・収納分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

 一元化に調整の上、新市に移行する。督促状１通に付き１００円とする。 

 

 

(理由) 

 類似団体の例を参考とした。 

 

舞鶴市 １００円 
綾部市 １００円 
福知山市 １００円 
宮津市 １００円  

 

２ 督促・未納対策 

   督促手数料の金額に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１０ 納税関係の取扱い 整理番号 １９－１０－１－３ 専門部会名 税務部会 

分    類 １ 徴収・収納事務 分科会名 徴収・収納分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 納期前納報奨金 

 ①対象税目 

 

 

 

 

 ②報奨金交付率 

 

 

 

 ③限度額 

 

 

 

 

 

 ④報奨金交付実績 

  （Ｈ１４） 

 

 

 

町府民税 

固定資産 

都市計画税 

 

 

２期分以降の税額×納期前月数

×１００分の０.３ 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

２，８３１，６８０円 

 

 

 

町府民税 

固定資産税 

 

 

 

２期分以降の税額×納期前月数

×１００分の０.６ 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

５，５３２，９７０円

 

 

 

町府民税 

固定資産税 

都市計画税 

 

 

２期分以降の税額×納期前月数

×１００分の０.４ 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

６，８４０，４６３円

 

 

 

町府民税 

固定資産税 

 

 

 

２期分以降の税額×納期前月数

×１００分の０.６ 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

１，０８５，５２０円

 

 

 

町府民税 

固定資産税 

 

 

 

２期分以降の税額×納期前月数

×１００分の０.０５ 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

７３，７７５円

 

 

 

町府民税 

固定資産税 

 

 

 

２期分以降の税額×納期前月数

×１００分の０.５ 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

３，０１８，８１２円 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１０ 納税関係の取扱い 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 徴収・収納事務 分科会名 徴収・収納分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

(案) 

 一元化に統一の上、新市へ移行する。交付率は、１００分の０．２５とする。 

 

 

 

    類似団体（近隣市の現状） 

舞鶴市 １００分の０．５ 
綾部市 １００分の０．５ 
福知山市 １００分の０．２５ 
宮津市 １００分の０．２５  

 

３ 納期前納報奨金 

 ①対象税目 

   税の有無による差異はあるが、特に課題なし。 

 

 

 

 ②報奨金交付率 

   交付率の取扱いに差異がある。 

 

 

 ③限度額 

   ６町とも取扱いは同一であり、課題なし。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



修正

(参考)

番号 得票順位 名称(表記) 得票数 ふりがな 一般得票数

1 1 丹後王国市 5 たんごおおこくし 37

2 2 七姫市 3 ななひめし 41

3 2 いらっしゃいま市 3 いらっしゃいまし 1

4 4 丹後大国市 2 たんごおおこくし 7

5 4 まほろば市 2 まほろばし 3

6 4 なかよ市 2 なかよし 2

7 4 丹後大峰網美浜栄市 2 たんごおおみねあみはまさかえし 1

8 4 浜六市 2 はまろくし 1

9 4 シルクワールド市 2 しるくわーるどし 1

10 4 バンザイ丹後王国市 2 ばんざいたんごおおこくし 1

11 5 小町市 1 こまちし 18

12 5 久美浜市 1 くみはまし 5

13 5 竹中熊市 1 たけなかくまし 4

14 5 六美市 1 むつびし 4

15 5 丹後６町市 1 たんごろくちょうし 6

16 5 絹市 1 しるくし 2

17 5 北近畿タンゴ市 1 きたきんきたんごし 2

18 5 きらめき丹後市 1 きらめきたんごし 1

19 5 丹後六和市 1 たんごむつわし 1

20 5 嬉市 1 うれし 1

21 15 皆楽市 1 みなたのし 1

22 15 笑顔市 1 えがおし 1

23 15 遊都秘愛市 1 ゆうとぴあし 1

24 15 カニカニ丹後市 1 かにかにたんごし 1

25 15 ええとこや市 1 ええとこやし 1

26 15 丹後夢織市 1 たんごゆめおりし 1

27 15 京都海岸市 1 きょうとかいがんし 1

28 15 夢海市 1 ゆめみし 1

29 15 団子市 1 だんごし 1

新  市  の  名  称  に  つ  い  て

全委員によるユーモア賞候補の投票結果一覧（得票順）

(注)応募は、「丹後六町市」



平成１４年１２月２４日 第７回合併協議会確認資料 

 
   
   
   新市の名称の決定に係る 

  「優秀賞」、「ユーモア賞」受賞者の決定方法について 
 

 
 

   ○「優秀賞」 １０名 
   ○「ユーモア賞」５名  は、 
   
   総務･企画･議会小委員会で、公開抽選により決定し、発表する。 
   なお、当小委員会の決定をもって協議会の決定とする。 
 
   それぞれの当選者については、決定後に、正式に文書にて通知 
  する。 


